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保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一
　
題
名
の
改
正

　
　
　
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
題
名
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
改
め
る
こ
と
。

（
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
題
名
関
係
）

第
二
　
資
格
に
関
す
る
改
正

　
一
　
保
健
婦
及
び
保
健
士

　
　
　
保
健
婦
の
定
義
に
つ
い
て
女
子
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
、
保
健
士
に
係
る
規
定
を
削
り
、
及
び
保
健
婦
と
保
健

士
を
あ
わ
せ
て
「
保
健
師
」
と
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
健
師
」
と
は
、
厚
生
労
働
大

臣
の
免
許
を
受
け
て
、
保
健
師
の
名
称
を
用
い
て
、
保
健
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
も
の
と
す
る
こ

と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
二
条
及
び
第
五
十
九
条
の
二
関
係
）

　
二
　
助
産
婦

　
　
　
助
産
婦
に
つ
い
て
女
子
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
、
及
び
「
助
産
婦
」
を
「
助
産
師
」
と
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ

に
よ
り
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
助
産
師
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許
を
受
け
て
、
助
産
又
は
妊
婦
、
じ
ょ
く
婦
若
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し
く
は
新
生
児
の
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
三
条
関
係
）

　
三
　
看
護
婦
及
び
看
護
士

　
　
　
看
護
婦
の
定
義
に
つ
い
て
女
子
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
、
看
護
士
に
係
る
規
定
を
削
り
、
及
び
看
護
婦
と
看
護

士
を
あ
わ
せ
て
「
看
護
師
」
と
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
看
護
師
」
と
は
、
厚
生
労
働
大

臣
の
免
許
を
受
け
て
、
傷
病
者
若
し
く
は
じ
ょ
く
婦
に
対
す
る
療
養
上
の
世
話
又
は
診
療
の
補
助
を
行
う
こ
と
を
業
と
す

る
者
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
（
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
五
条
並
び
に
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

　
四
　
准
看
護
婦
及
び
准
看
護
士

　
　
　
准
看
護
婦
の
定
義
に
つ
い
て
女
子
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
、
准
看
護
士
に
係
る
規
定
を
削
り
、
及
び
准
看
護
婦

と
准
看
護
士
を
あ
わ
せ
て
「
准
看
護
師
」
と
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
准
看
護
師
」
と
は
、

都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
て
、
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
看
護
師
の
指
示
を
受
け
て
、
傷
病
者
若
し
く
は
じ
ょ
く
婦
に

対
す
る
療
養
上
の
世
話
又
は
診
療
の
補
助
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
六
条
並
び
に
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）
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第
三
　
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
規
定
中
の
用
語
等
の
改
正

　
　
１
　
「
保
健
婦
」
、
「
助
産
婦
」
、
「
看
護
婦
」
及
び
「
准
看
護
婦
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
保
健
師
」
、
「
助
産
師
」
、

「
看
護
師
」
及
び
「
准
看
護
師
」
に
改
め
る
こ
と
。

　
　
２
　
「
保
健
婦
」
、
「
助
産
婦
」
、
「
看
護
婦
」
又
は
「
准
看
護
婦
」
を
含
む
用
語
（
例
　
保
健
婦
国
家
試
験
、
助
産
婦

籍
、
看
護
婦
免
許
証
、
准
看
護
婦
試
験
委
員
等
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
保
健
師
」
、
「
助
産
師
」
、
「
看
護
師
」

又
は
「
准
看
護
師
」
を
含
む
用
語
に
改
め
る
こ
と
。

　
　
３
　
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四
　
施
行
期
日
等

　
一
　
施
行
期
日

　
　
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

　
二
　
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

　
　
　
保
健
婦
若
し
く
は
保
健
士
、
助
産
婦
、
看
護
婦
若
し
く
は
看
護
士
又
は
准
看
護
婦
若
し
く
は
准
看
護
士
に
係
る
免
許
、
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籍
、
受
験
資
格
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
関
係
）

　
三
　
助
産
師
の
業
務
に
係
る
環
境
の
整
備
の
促
進

　
　
　
政
府
は
、
助
産
師
の
業
務
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
助
産
師
に
関
す
る
必
要
な
情
報
が
適
切
に
提
供
さ
れ

る
と
と
も
に
、
助
産
又
は
保
健
指
導
を
受
け
る
者
の
立
場
に
立
っ
た
役
務
の
提
供
が
行
わ
れ
る
た
め
に
必
要
な
環
境
の
整

備
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
附
則
第
九
条
関
係
）

　
四
　
関
係
法
令
の
一
部
改
正
等

　
　
　
医
療
法
、
看
護
婦
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
、
死
産
の
届
出
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
関
係
法
令
に
つ
き
、

「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
、
「
看
護
婦
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法

律
」
を
「
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
及
び
第
三
と
同
様
の
用
語
の
改
正
を
行
う
と
と
も

に
、
こ
れ
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
（
附
則
第
十
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
関
係
）


